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第１編 測量マニュアルの概要 

第１章 目的と構成 

本ドキュメントは、国土交通省がProject PLATEAUとして進める3D都市モデル（国土交通省都市局が定め

る「3D都市モデル標準製品仕様書」に準拠したCityGML形式のデータをいう。以下同じ。）の整備にあたり必要

な測量手順及び成果物を定め、その精度担保及び品質の均一化を図ることを目的とする技術資料である。具体的

には、「測量方法の種類（空中写真測量、航空レーザ測量等）」、「3D都市モデルの作成方法」、「3D都市モデルの

地物毎の詳細度」の組みあわせにより必要となる測量成果を明らかにし、そのために必要な測量方法を整理する

ものである。 

3D都市モデルは国際標準規格であるCityGML形式により、都市空間の地物及び属性を都市スケールで三次

元的に再現したデータである。3D都市モデルの標準仕様については「3D都市モデル標準製品仕様書 第3.0版」

（以下、「標準仕様書」という。）を、データ作成手順やデータ品質評価については「3D都市モデル標準作業手順書 

第3.0版」（以下、「標準作業手順書」という。）を参照すること。 

なお、本ドキュメントは3D都市モデルのうち公共測量に該当する地物として「建築物（LOD1～2.2）、道路

（LOD1、2）、地形（LOD1、2）モデル」（以下、「公共測量に該当する地物」という。）を対象としている。 

 

図 1 公共測量に該当する地物の作成に必要な測量成果の流れ（建築物モデルの例） 

 
  

建物モデル作成に必要な測量成果の確認

ＬＯＤ1 ＬＯＤ2.0

航空レーザ測量空中写真測量

ＬＯＤ2.1 ＬＯＤ2.2

測量方法

建物モデル
の詳細度

1）写真点群による
作成方法

2）図化による
作成方法

建物モデル
作成方法

3）レーザ点群による
作成方法

建物モデル作成に必要な測量成果の確認
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図 2 3D都市モデル作成のフローと参照ドキュメント（建築物モデルの例） 
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都市モデル作成

に必要となるデータ
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新規データ取得

仕様に基づく必要な測量成果の確認

都市モデルの作成

形式への出力

品質評価

幾何形状の作成

属性情報の作成

「 都市モデル標準製品仕様書」

「 都市モデル測量マニュアル」

「 都市モデル測量マニュアル」

「 都市モデル標準作業手順書」

「 都市モデル標準作業手順書」

「 都市モデル標準作業手順書」

製品仕様の決定

作業 参照ドキュメント
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第２章 3D都市モデルのLOD及び位置正確度の定義 

本ドキュメントのLOD（Level Of Detail）定義は、標準仕様書（4.1）が定義する3D都市モデルと同様であり、

位置正確度については標準仕様書（6.3.3）が定義する地図情報レベル2500を対象とする。それぞれのLODに

応じた公共測量に該当する地物の定義と取得基準を表1に示す。 

なお、前述と異なる地図情報レベル、地物又はLODにより3D都市モデルを作成する場合には、「標準作業手順

書」を参照すること。 

 

表1 本ドキュメントが対象とする地物とLOD 

地物 LOD1 LOD2 LOD3 LOD4 

建築物モデル 〇 〇   

交通（道路）モデル 〇 〇   

地形モデル 〇 〇   

 

 建築物モデル（LOD1） 

建築物モデル（LOD1）の取得イメージを表2に、定義を表3に示す。 

 

表2 建築物モデル（LOD1）の取得イメージ 

 LOD1 

取得例 

 

 

表3 建築物モデル（LOD1）の定義 

   地物型 空間属性の型 取得基準 取得方法 補足 

LOD1 ● Building Solid 
射影の短辺の実
長1m 以上 

• 建築物の外周の上方からの正射
影を取得し、地上から一律の高さ
を与えて立ち上げた立体を作成す
る。 

一律の高さは、中央
値を原則とする。 

●：必須 

■：条件付必須 

〇：任意（ユースケースに応じて要否を決定してよい） 

 

 

 

  

LOD1
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 建築物モデル（LOD2） 

建築物モデル（LOD2）は、含むべき地物により、LOD2.0、LOD2.1及びLOD2.2に区分する（表4）。 

表4  LOD2.0, LOD2.1及びLOD2.3の区分 
建築物モデル（LOD2）に

含むべき地物 

対応するCityGMLの 

地物型 
LOD2.0 LOD2.1 LOD2.2 

建築物 Building ● ● ● 

屋根 

RoofSurface 

● 

射影の短辺の実長3m

以上 

● 

射影の短辺の実長3m

以上又は射影の短辺の

実長1m以上かつ正射

影の面積3m2以上 

● 

射影の短辺の実長1m

以上又は 

正射影の面積1m2以

上 

底面 GroundSurface ● ● ● 

壁面 WallSurface ● ● ● 

建築物部分 

BuildingPart 

■ 

1棟の建築物を主題属

性の異なる複数の部分

に分ける場合に必須と

する。 

■ 

1棟の建築物を主題属

性の異なる複数の部分

に分ける場合に必須と

する。 

■ 

1棟の建築物を主題属

性の異なる複数の部分

に分ける場合に必須と

する。 

閉鎖面 

ClosureSurfacce 

■ 

BuildingPartを使用

する場合に必須とする 

■ 

BuildingPartを使用

する場合に必須とする 

■ 

BuildingPartを使用

する場合に必須とする 

屋外床面 OuterFloorSurface  ○ ○ 

屋外天井面 OuterCeilingSurface    

屋外付属物 

バルコニー、サンル

ーム、屋外階段、ス

ロープ、手すり、エレ

ベータ、エスカレー

タ、動く歩道、庇、給

水タンク、室外機、ア

ンテナ、煙突、看板 

BuildingInstallation 

 ● 

射影の短辺の実長3m

以上又は 

射影の短辺の実長1m

以上 

かつ正射影の面積が

3m2以上 

● 

射影の短辺の実長1m

以上 

 
表5 建築物モデル（LOD2）の取得イメージ 

LOD LOD2.0 LOD2.1 LOD2.2 

取得例 

 

 

 

説明 

屋根の主要な外形が再現される。

LOD2.0では付属物は取得しない

ため、バルコニーも屋根として取得

する。 

なお、LOD2では屋根面は詳細化さ

れるが壁面は詳細化されないため、

バルコニーの下部も建築物の一部

として表現される。 

小屋根のうち規模が大きいものが再

現される。LOD2.0では切妻屋根とし

て表現されたが、LOD2.1の条件を

満たしたため、小屋根として表現され

た。 

また、LOD2.1の条件を満たすバルコ

ニーが、付属物として区分される。 

小屋根のうち規模の小さいものが再

現される。LOD2.1では無視された屋

根窓の屋根がLOD2.2の条件を満た

したため、この屋根形状が表現され

た。 

また、LOD2.2の条件を満たす屋根

上の煙突が付属物として、さらに区分

される。 

  
RoofSurface WallSurface BuildingInstallation

バルコニー（「一辺3m以上」

に該当）

小屋根（「面積3m2以上かつ

一辺1m以上」に該当）

煙突（「一辺1m以上」

に該当）

小屋根（「一辺1m

以上」に該当）
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 建築物モデル（LOD2.0）の定義 

建築物モデル（LOD2.0）の定義を表6に示す。 

表6 建築物モデル（LOD2.0）の定義 

   地物型 空間属性の型 取得基準 取得方法 補足 

LOD2.0 ● Building Solid 射影の短辺の実長

1m 以上 

• 屋根面（RoofSurface）、外壁面

（WallSurface）及び底面

（GroundSurface）を境界面とする立

体を作成する。 

  

LOD2.0 ● RoofSurfa

ce 

MultiSurfa

ce 

射影の短辺の実長

3m以上 

• 屋根の外周の正射影を取得し、棟（屋根

の頂部であり、屋根の分水嶺となる箇所）

及び谷（屋根と屋根のつなぎの谷状の部

分）で区切る。 

• 区切った面の各頂点に屋根の高さを与え

る。 

屋根の棟及び谷で区切る

ことにより、屋根の傾斜や

向きを再現する。 

屋根の棟及び谷は、以下

を指す。 

 
 

曲面の場合は、データセッ

トが採用する地図情報レ

ベルの水平及び高さの誤

差の標準偏差に収まるよ

う平面に分割する。 

LOD2.0 ● GroundSur

face 

MultiSurfa

ce 

なし • 建築物の上方からの外周の正射影
を取得する。 

• 外周を構成する各頂点に、地表面の
高さを与える。 

地表面の高さは、外周の

水平面に含まれる地形の

高さのうち、最も低い高さ

とする。 

LOD2.0 ● WallSurfac

e 

MultiSurfa

ce 

なし • 屋根面（RoofSurface）と底面

（GroundSurface）を垂直に結ぶ各辺

をつないだ面を取得する。 

• 方位が変化する場所で区切る。 

曲面の場合は、データセッ

トが採用する地図情報レ

ベルの水平及び高さの誤

差の標準偏差に収まるよ

う平面に分割する。 

LOD2.0 ■ BuildingPa

rt 

Solid 1棟の建築物を、主

題属性の異なる複

数の部分に分ける

場合に必須とする。 

• 屋根面（RoofSurface）、外壁面

（WallSurface）、底面

（GroundSurface）及び閉鎖面

（ClosureSurface）を境界面とする立

体を作成する。 

• BuildingPart を使用する場

合、1棟のBuildingには必ず

2つ以上のBuildingPartが

含まれていなければならず、

それらは互いに接していなけ

ればならない。 

• BuildingPart を使用する場

合、Building の空間属性は

空となる。 

LOD2.0 ■ ClosureSu

rface 

MultiSurfa

ce 

BuildingPartを

作成する場合に必

須とする。 

• BuildingPart と連続する他の

BuildingPart との境界線により囲まれ

た面を取得する。 

• ClosureSurface の境界線

は、屋根面（RoofSurface）、

外壁面（WallSurface）又は

底面（GroundSurface ）を

区切る線分となる。 

LOD2.0   OuterFloor

Surface 

   
対象外 

LOD2.0  OuterCeili

ngSurface 

   対象外 

LOD2.0   BuildingIn

stallation 

   
対象外 

●：必須 

■：条件付必須 

〇：任意（ユースケースに応じて要否を決定してよい）  

谷

棟
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 建築物モデル（LOD2.2）の定義 

建築物モデル（LOD2.2）の定義を表7に示す。 

表7 建築物モデル（LOD2.2）の定義 

    地物型 空間属性の型 取得基準 取得方法 補足 

LOD2.2 ● Building Solid 射影の短辺の実長

1m 以上 

• 屋根面（RoofSurface）、外壁

面（WallSurface）及び底面

（GroundSurface）を境界面

とする立体を作成する。 

  

 

LOD2.2 ● RoofSurfac

e 

MultiSurfa

ce 

射影の短辺の実長

1m以上 

又は 

上方からの正射影

の面積1m2以上 

• 屋根の外周の正射影を取得し、棟及び

谷で区切る。 

• 区切った面の各頂点に屋根の高さを与

える。 

曲面の場合は、データセッ

トが採用する地図情報レベ

ルの水平及び高さの誤差

の標準偏差に収まるよう平

面に分割する。 

LOD2.2 ● GroundSur

face 

MultiSurfa

ce 

なし • 建築物の外周の正射影を取得

し、外周を構成する各頂点の水

平座標に、地表面の高さを与え

る。 

地表面の高さは、外周の水

平面に含まれる地形の高さ

のうち、最も低い高さとす

る。 

LOD2.2 ● WallSurfac

e 

MultiSurfa

ce 

なし • 屋根面（RoofSurface）と接地面（Gro

undSurface）を垂直に結ぶ各辺をつ

ないだ面を取得する。 

• 方位が変化する場所で区切る。 

曲面の場合は、データセッ

トが採用する地図情報レベ

ルの水平及び高さの誤差

の標準偏差に収まるよう平

面に分割する。 

LOD2.2 ■ BuildingPa

rt 

Solid 1棟の建築物を、主

題属性の異なる複

数の部分に分ける

場合に必須とする。 

• 屋根面（RoofSurface）、外壁

面（WallSurface）、底面（Gro

undSurface）及び閉鎖面（Cl

osureSurface）を境界面とす

る立体を作成する。 

BuildingPartを使用する

場合、1棟のBuildingには

必ず2つ以上の

BuildingPartが含まれて

いなければならず、それら

は互いに接していなければ

ならない。また、Building

の空間属性は空でなけれ

ばならない。 

LOD2.2 ■ ClosureSur

face 

MultiSurfa

ce 

BuildingPartを

作成する場合に必

須とする。 

• BuildingPart と連続する他の

BuildingPart との境界線によ

り囲まれた面を取得する。 

ClosureSurfaceの境界

線は、屋根面

（RoofSurface）、外壁面

（WallSurface）又は底面

（GroundSurface）を区

切る線分となる。 

LOD2.2 ○ OuterFloor

Surface 

MultiSurfa

ce 

ユースケースで必

要な場合 

• 屋外床面（OuterFloorSurfa

ce）の外周を取得し、外周の各

頂点にその位置の屋根の高さを

与える。 

RoofSurfaceの代替とし

て使用できる。 

LOD2.2  OuterCeili

ngSurface 

   対象外 

LOD2.2 ● BuildingIns

tallation 

MultiSurfa

ce 

短辺の実長1m以

上 

• 屋外付属物の外形（外側から見える形）

を構成する面を取得する。 

• 面の各頂点に屋外付属物の高さを与え

る。 

曲面の場合は、データセッ

トが採用する地図情報レベ

ルの水平及び高さの誤差

の標準偏差に収まるよう平

面に分割する 

●：必須 

■：条件付必須 

〇：任意（ユースケースに応じて要否を決定してよい） 
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 交通（道路）モデル（LOD1） 

交通（道路）モデル（LOD1）の取得イメージを表8に、定義を表9に示す。 

 

表8 交通（道路）モデル（LOD1）の取得イメージ 

 LOD1 

取得

例 

 

説明 道路縁により囲まれた範囲を面として取得し、以下の場所で区切る。 

 車道交差部（十字路、丁字路、その他二つ以上の道路が交わる部分） 

 道路構造（トンネル、橋梁）が変化する場所 

 位置正確度や取得方法が変わる場所 

高さは0とする。 

 

表9 交通（道路）モデルのLOD1の定義 

   地物型 空間属性の型 取得基準 取得方法 補足 

LOD1 ● Road 

MultiSurface • 地図情報レベル

2500 では幅員

1m以上 

• 地図情報レベル

1000 では幅員

0.5m以上 

• 地図情報レベル

500では全ての

道路 

• 道路縁をつないだ面を作成する。 

• 以下の場所で区切る。 

• 車道交差部 

• 道路構造が変化する場所 

• 位置正確度や取得方法が変わる場所 

• 高さは 0 とする。 

 

●：必須 

■：条件付必須 

〇：任意（ユースケースに応じて要否を決定してよい） 

  

道路縁
橋梁

丁字路 十字路

地図情報レベル500地図情報レベル2500

道路を区切る場所
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 交通（道路）モデル（LOD2） 

交通（道路）モデル（LOD2）の取得イメージを表10に、定義を表11に示す。 

 

表10 交通（道路）モデルのLOD2の取得イメージ 

 LOD2 

取得

例 

 

説明 道路縁により囲まれた範囲を面として取得し、面を以下に区分する。 

 車道部 

 車道交差部 

 歩道部 

 島 

高さは0とする。 

 

  

隅切りがない場合

車道部
車道交差部
歩道部
島

隅切りがある場合

隅切り
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表11 交通（道路）モデルのLOD2の定義 

   地物型 空間属性の型 取得基準 取得方法 補足 

LOD2 ● Road 

MultiSurfa

ce 

• 道路法の道路 

• 建築基準法第 4

2条の道路 

• TrafficArea及びAuxiliaryTraffic

Areaの集まりとして作成する。  

LOD2 ● 
TrafficAre

a 

MultiSurfa

ce 

• 車道部 • 車道部の境界をつないだ面を作成し、車

道交差部を除く面を取得する。 

• 高さは 0 とする。 

 

• 車道交差部（隅

切りがある場合） 

• 隅切りに囲まれた車道部を取得する。 

• 高さは 0 とする。 

隅切りとは、道路構造令第 2

7 条第 2 項に示された、道路

が同一平面で交差し、又は接

続する場合に隅角部を切り

取り、適当な見とおしができ

る構造としたものをいう。ま

た、建築基準法施行規則第 1

44 条の 4 第 1 項第 2 号に

示される隅切りを含む。 

 

 

 

 

 

 

• 車道交差部（隅

切 り が無 い場

合） 

• 交差する道路の道路縁が接する点を結

ぶ線に囲まれた車道部を取得する。 

• 高さは 0 とする。 

 

 
 

LOD2 ● 

Auxiliary 

Traffic 

Area 

MultiSurfa

ce 

• 歩道部 • 歩道部の境界をつないだ面を取得す

る。 

• 高さは 0 とする。 

 

●：必須 

■：条件付必須 

〇：任意（ユースケースに応じて要否を決定してよい） 

  

隅切り道路

道路

道路縁が
接する点

道路

道路
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 地形モデル（LOD1） 

地形モデル（LOD1）の取得イメージを表12に、定義を表13に示す。 

 

表12 地形モデル（LOD1）の取得イメージ 

 LOD1 

取得例 

  

説明 地形を、標高をもつ点の集まりとして表現する。 地形を、標高をもつ任意の3点で構成される三角形の集合

として表現する。 

 

表13 地形モデル（LOD1）の定義 

   地物型 空間属性の型 取得基準 取得方法 補足 

LOD1 ● 

ReliefFeat

ure 

―  • MasPointRelief 又は TINRelief の

集まりとして取得する。 

ReliefFeatureは地

物の集まりとして表現

し、空間属性はもたな

い。 

LOD1 ■ 

MassPoint

Relief 

MultiPoint • レーザ点群の場

合 は 、 点 密 度

0.04 点/m2 以

上 

• 数値標高モデル

の場合は、点密

度 0.04 点/m2

以上のレーザ点

群を使用して作

成し、標高点格

子間隔 5m以内 

• 標高をもつ点の集合を取得する。 

地形のLODは、その作

成に使用する原典資料

の点密度又は標高点格

子間隔により決定す

る。 

LOD1 ■ 

TINRelief TIN • レーザ点群の場

合 は 、 点 密 度

0.04 点/m2 以

上 

• 数値標高モデル

の場合は、点密

度 0.04 点/m2

以上のレーザ点

群を使用して作

成し、標高点格

子間隔 5m以内 

• 標高をもつ 3 点で構成される三角形の

集合を取得する。 

地形のLODは、その作

成に使用する原典資料

の点密度又は標高点格

子間隔により決定す

る。 
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 地形モデル（LOD2） 

地形モデル（LOD2）の定義を表14に示す。 

 

表14 地形モデル（LOD2）の定義 

LOD 

原典資料 

レーザ点群の場合 

点密度 

数値標高モデル（DEM）の場合 

作成に使用したレーザ点群の密度及び 

標高点格子間隔 

LOD2 0.25点/m2以上 
・点密度0.25点/m2以上のレーザ点群を使用して作成 
・標高点格子間隔2m以内 
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第３章 3D都市モデル成果と測量法の関係 

3D都市モデルの作成に必要となる原典データは計測により得られた測量成果または基本図等の既存測量成果

を用いるが、これらの精度を得た測量成果を用いる場合は測量法に基づき公共測量または基本測量及び公共測

量以外の測量として国土地理院へ申請手続が必要となる。3D都市モデルの内、測量法に基づく国土地理院への

申請手続が必要となる地物を表15に示す。 

測量法に基づく申請手続は、その測量内容、方法によって手続等が異なるため、本ドキュメントに基づき3D都市

モデルを作成する場合は、手続の有無を表16に基づいて確認し、手続を行う必要がある。なお、都市設備や植生

等、本ドキュメントに反映できていない内容は次年度以降の対応を予定しているため、既に作成をしている場合は

ドキュメントに反映された後、その内容に従い、速やかに測量法に基づく国土地理院への申請手続が必要となる。 

 

表15 測量法に基づく申請手続が必要となる地物 

地物 
測量法に基づく 

申請手続が必要となる地物 

建築物モデル ○ 

交通（道路）モデル ○ 

都市計画決定情報モデル  

土地利用モデル  

災害リスクモデル  

地形モデル ○ 

都市設備モデル ○ 

植生モデル ○ 

 

表16 本ドキュメントに基づく3D都市モデル作成 - 測量法に基づく手続が必要となる測量の確認 

  

①測量を実施するための費用の

全部または一部を、国や公共

団体が負担、補助しているか 

②測量を実施する目的となる事業が、以下のいずれかに該

当するか 

• 行政庁の許可・認可その他処分を受けて行われる

事業 

• 国や公共団体による負担・補助・貸付・助成などを

受けて行われる事業 

「公共測量」に該当 

測量法第 36条に基づく実施計

画書の作成・提出が必要 

（ユースケース等で国の補助金

を受け、測量を実施するケース

も該当） 

「公共測量」に該当 

量法第 46条に基づく届

出が必要。その後、国土交

通大臣により公共測量の

指定を行う 

「基本測量及び公共測量

以外」に該当 

測量法第 46条に基づく

届出の提出が必要 

はい はい いいえ 

いいえ 
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第４章 公共測量の手続に関して 

1. 作業規程の準則における公共測量に該当する地物の位置づけ 

本ドキュメントに記載する測量方法は、国土地理院が定める「作業規程の準則（平成２０年国土交通省告示第４

１３号、最終改正令和5年３月３１日）」（以下「準則」という。）に準拠した内容で構成されており、航空測量の実施か

ら3D都市モデル作成までの工程を公共測量成果として作成することを想定している。 

表15の公共測量に該当する地物の作成は準則第１編第17条に定める「機器等及び作業方法に関する特例」に

該当しており、使用する資料、機器、測量方法等により精度が確保できることを作業機関等からの検証結果等に基

づき確認するとともに、あらかじめ国土地理院の長の意見を求める必要がある（第17条2項の承認）が、本ドキュメ

ントに記載される測量方法は、あらかじめ国土地理院の長に意見を求め、承認を得た内容である。そのため、本ド

キュメントに従った方法で公共測量に該当する地物を作成する場合は、作業機関等が改めて第17条2項の承認を

得る必要はない。この際、作業機関等は公共測量実施計画書に「作業規程第17条2項適用」と記すこととする。 
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2. 公共測量の手続 

公共測量に該当する新規測量（空中写真撮影、航空レーザ計測、数値図化等）及び3D都市モデル作成を実施

する場合、公共測量実施前及び公共測量終了時に表17に示す手続を行う。 

 

表17 公共測量手続の流れ 
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 公共測量実施前の手続 

測量計画機関は、公共測量を実施しようとする場合は、あらかじめ測量の目的、地域、期間、作業量、精度及び

方法等を記入した公共測量実施計画書を国土地理院の長に提出し、技術的助言を求める必要がある。［出典 測

量法第36条］ 

 

公共測量実施計画書提出時に必要な書類を下記に示す。 

① 公共測量実施計画書 

② 公共測量実施計画書の付図 

③ 製品仕様書（または拡張製品仕様書） 

④ 測量標・測量成果の使用承認申請 

 

公共測量の手続に必要な様式と記載例は国土地理院HPからダウンロード可能である。 

https://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/public/tetuzuki/index_youshiki.html 

 

① 公共測量実施計画書 

新規計測及び3D都市モデル作成を含め、表18に示す実施しようとする測量の内容を記述した公共測量実施計

画書の作成が必要である。 

 

表18 3D都市モデル作成における公共測量実施計画書の記載方法 

項目 記述方法 

測量の目的 

測量の目的を記入する。ただし、多目的で測量を実施する場合は総合計画と記入し、該

当する項目がない場合や測量計画機関において同一目的で複数計画がある場合は、

具体的な事業名を記入する。 

目的が3D都市モデル作成の場合は「3D都市モデル作成」と記入する。 

作業量 

測量種別を等級及び縮尺に分けて、その事業量（㎞、平方㎞の場合、小数第１位まで）を

記入する。 

（例：数値撮影(デジタル) 100㎢、数値図化 20㎢、3D都市モデル作成 20㎢） 

測量精度 

使用する作業規程の名称を記入。3D都市モデル作成のように既存の作業規程で規定

されていない測量手法を用いる場合は、当該作業規程で機器等及び作業方法に関する

特例を規定している条番号（例：「〇〇市作業規程第17条2項適用」）を記載する。 

新技術・作業方法の作業マニュアル等の名称（例：「3D都市モデル整備のための測量マ

ニュアル」）を併記する。 

測量方法 

測量作業に用いる主な測量機器又は作業方法を記入する。 

3D都市モデル作成の場合は本ドキュメントの第３編、第４編、第５編の測量方法に応じ

て測量方法を記入する。 

 

  

https://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/public/tetuzuki/index_youshiki.html
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図 3 公共測量実施計画書の記載例（3D都市モデル作成のみの公共申請の場合） 

 

 
 

  



3D都市モデル整備のための測量マニュアル  第１編 測量マニュアルの概要 

17 

② 公共測量実施計画書の付図 

実施計画書に添付する付図は、地図の作成区域及び基準点の設置位置の把握、測量方法等を確認し測量の正

確さの確保及び測量の重複を除くための資料として作成する。 

 

付図として使用できる地図 

1. 国土地理院ホームページから出力した地理院地図 

2. 測量計画機関が作成しているもので、縮尺が確認できる地図（地方公共団体作成の管内図等） 

3. 国土地理院発行の地形図、地勢図等 

 

付図に必要事項を記入する際の留意点 

1. 測量実施地域の明示については、空中写真の撮影、数値図化、数値修正、地図編集、3D都市モデル作

成等の測量を同一の計画で実施する場合は、それぞれの地域を明確に区分して作成すること。 

2. 使用予定の基準点の位置、等級、名称、助言番号（公共基準点の場合）を明示すること。 

3. 公共基準点及び標定点を設置する場合は、新点の位置、観測計画網を表示すること。 

4. 空中写真撮影や航空レーザ測量の場合は、対空標識設置点、調整用基準点、コースの計画等を表示する

こと。 

5. 地図編集では、使用する既成図について種類別の地域区分を明示すること。 

6. 付図にはスケールバー又は縮尺を入れ込み、距離がわかるようにすること。 
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③ 製品仕様書 

測量計画機関は、使用する作業規程に基づき、測量成果の種類、内容、構造、品質等を示した製品仕様書を定

め、公共測量実施計画書の提出と併せて提出する。製品仕様書は測量種別に応じて作成をする必要がある。 

（例：空中写真測量、数値図化、3D都市モデル作成の場合はそれぞれの製品仕様書を作成する） 

3D都市モデル作成の場合、「3D都市モデル標準製品仕様書」に準拠して、各都市で拡張製品仕様書を作成す

ることとなっている。拡張製品仕様書の内容は公共測量申請用の製品仕様書と同じ項目で構成されているため、

拡張製品仕様書で代用することができる。 

 

3D都市モデル拡張製品仕様書テンプレート[WORD形式]：

https://www.mlit.go.jp/plateau/file/libraries/doc/template_specification.docx 

 

図 4 拡張製品仕様書のサンプル 

  

https://www.mlit.go.jp/plateau/file/libraries/doc/template_specification.docx
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④ 測量標・測量成果の使用承認申請 

 基本測量の測量標・測量成果の使用承認申請 

基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用す

ることができる。［出典 測量法第26条］ 

基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるとこ

ろにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。［出典 測量法第30条］ 

事前に国土地理院の長の承認を得る目的は、次の事項を国土地理院の長が確認するためである。 

・ 使用予定の測量成果を使用することで当該公共測量が適切に行われるか 

・ 使用予定の測量成果に異常がないか 

・ 使用予定の測量標の維持管理状況は適切か 

・ 同一測量標を同時期に複数の機関が使用していないか 

 

※電子基準点を、GNSS観測の既知点やデジタル空中写真撮影の固定局に用いる等で、現地の電子基準

点付属金属標を使用しない場合は、測量法第30条（測量成果の使用）の承認申請のみとなる。電子基準

点付属金属標を使用する場合は、測量法第26条（測量標の使用）の承認申請も必要となる。 

※基本測量成果である「地殻変動補正パラメータ」の使用にあたっては、測量法第30条に基づき、電子基

準点とあわせて測量成果の使用承認申請が必要となる。 

 

 公共測量の測量標・測量成果の使用承認申請 

公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画

機関の承認を得なければならない。［出典 測量法第44条］ 

公共測量の測量標・測量成果の使用承認申請を行う目的は、次の事項を測量計画機関が確認するためで

ある。 

・ 使用予定の測量成果に異常がないか 

・ 使用予定の測量標の維持管理状況は適切か 

・ 同一測量標を同時期に複数の機関が使用していないか 

申請先は、当該公共測量成果を管理する測量計画機関となる。承認申請様式等の手続手法については当

該測量計画機関へ問い合わせて確認すること。なお、公共測量によって設置された測量標及び測量成果の使

用に際し、国土地理院への申請は必要ない。 
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図 5 測量標・測量成果の使用承認申請の記載例（第26条、第30条申請） 
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図 6 測量標・測量成果の使用承認申請の記載例（第30条申請） 
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 公共測量終了後の手続 

測量計画機関は、公共測量の測量成果を得たときは、遅滞なく、その写を国土地理院の長に送付しなければな

らない。［出典 測量法第40条1項］ 

上記内容から、測量計画機関が公共測量の測量成果を得たときは、速やかに当該測量成果の精度、内容等を

検査し、遅滞なくその写しを国土地理院長（所管の地方測量部等宛）に提出する必要がある。 

国土地理院へ提出する3D都市モデル作成の測量成果については、拡張製品仕様書の「7.2.4 フォルダ構成と

フォルダ名称」の内容に従い、オープンデータ用のルートフォルダ内を対象として測量成果一式とする。 

 

図 7 公共測量成果等の提出の記載例（3D都市モデル作成のみの公共申請の場合） 

 
 

表19 国土地理院に提出する公共測量成果の内訳 

項目 数量 単位 

（１） 3D都市モデル成果（オープンデータ） 1 式 

 コードリスト 1 式 

 メタデータ 1 式 

 GMLSchema 1 式 

 拡張製品仕様書 1 式  

3D都市モデルデータ（CityGML形式） 1 式 

 索引図 1 式 

（２） 精度管理表一式 1 式 
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第５章 用語と定義 

空中写真 

空中から地表を撮影した画像データ。 

 

数値写真 

空中写真から空中写真用スキャナにより数値化した写真。 

 

対地高度 

航空機が飛行する高度から地表面までの高さ。 

 

対空標識 

空中写真撮影時に写り込むよう一時的に地表に設置した標識。 

 

標定点 

同時調整の調整計算に使用する、水平位置及び標高の基準となる点。 

 

検証点 

解析結果の点検に必要な既知点（水平位置及び標高成果がある点）となる点。 

 

同時調整 

標定点成果及び撮影時に得られた空中写真毎の外部標定要素（三次元位置と傾き）を用いた調整計算により、各

写真の外部標定要素の成果値、画像間の特徴点（パスポイント、タイポイント）等の水平位置及び標高を決定する

作業。 

 

数値地形図データ 

地形、地物等の位置、形状を表す座標データ及びその内容を表す属性データ等を、計算処理が可能な形態で表

現したもの。 

 

数値図化 

空中写真及び同時調整等で得られた成果を使用し、デジタルステレオ図化機によりステレオモデルを構築し、地

形、地物等の座標値を取得し、数値図化データを記録する作業。 

 

点密度 

単位面積あたりの点の数を示し、計測データの細かさを示す指標。 

 

三次元点群データ 

全ての点群データに三次元の座標が含まれた点データ。 

 

オリジナルデータ 

レーザスキャナを用いて地形、地物等を観測し、平面直角座標系に変換した三次元点群データ。 
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グラウンドデータ 

オリジナルデータからフィルタリング処理により算出した地表面の三次元点群データ。 

 

グリッドデータ 

レーザ測量システムを用いて地形を計測した格子状の標高データ。 

 

三次元点群データファイル 

地形を表す三次元の座標データ及びその内容を表す属性データを、計算処理が可能な形態で表現した電磁的記

録媒体。 

 

建築物モデル 

「標準仕様書」の定める建築物（Building）パッケージに基づき作成された建築物の3D都市モデル。 

 

交通（道路）モデル 

「標準仕様書」の定める交通（道路）（Road）パッケージに基づき作成された交通（道路）の3D都市モデル。 

 

地形モデル 

「標準仕様書」の定める地形（Relief）パッケージに基づき作成された地形の3D都市モデル。 
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第２編 総則 

（目的及び適用範囲） 

第１条 本ドキュメントは、空中写真を用いた数値図化、空中写真及び航空レーザを用いた三次元点群作成、建

築物モデル作成、道路モデル作成及び地形モデル作成について、その標準的な作業方法等を定めることによ

り、その規格の統一標準化及び必要な精度の確保に資することを目的とする。 

２ この規定は、建築物モデル、道路モデル及び地形モデル作成用の測量に適用する。 

 
 

（測量法の遵守等） 

第２条 測量法の遵守等は、準則第１編第３条の規定を準用する。 

 
 

（関係法令等の遵守等） 

第３条 関係法令等の遵守等は、準則第１編第４条の規定を準用する。 

 
 

（測量の計画） 

第４条 計画機関は、本ドキュメントの測量を実施しようとするときは、目的、地域、作業量、期間、精度、方法等

について適切な計画を策定しなければならない。 

２ 計画機関は、得ようとする測量成果の種類、内容、構造、品質等を示す仕様書（以下「製品仕様書」という。）

を定めなければならない。 

一 製品仕様書は、「３D都市モデル標準製品仕様書」に準拠するものとする。 

二 製品仕様書による品質評価の位置正確度等については、この測量マニュアルの各作業工程を適用するも

のとする。 

 
 

（測量法に基づく手続） 

第５条 測量法に基づく手続は、準則第１編第６条の規定を準用する。 

 
 

（実施体制） 

第６条 実施体制は、準則第１編第９条の規定を準用する。 

 
 

（安全の確保） 

第７条 安全の確保については、準則第１編第１０条の規定を準用する。 

 
 

（作業計画） 

第８条 作業計画は、準則第１編第１１条の規定を準用する。 
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（工程管理） 

第９条 工程管理は、準則第１編第１２条の規定を準用する。 

 
 

（精度管理） 

第１０条 精度管理は、準則第１編第１３条の規定を準用する。 

 
 

（測量成果等の提出） 

第１１条 成果及び資料等の様式は、準則第１編第１６条の規定を準用する。 
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第３編 建築物モデルの作成 

第１章 空中写真点群測量による建築物モデル作成 

第１節 要旨 

（要旨） 

第１２条 空中写真点群測量とは、航空機により地形、地物等を撮影し、その数値写真を用いて建築物モデルの

基礎データとなる数値地形図データの作成、三次元点群データ及び建築物モデルを作成する作業をいう。 

 
 

（数値地形図データ及び建築物モデルの地図情報レベル及び精度） 

第１３条 作成する数値地形図データ及び建築物モデルの位置精度及び地図情報レベルは、準則第３編第１章

第２節第１０６条に準じ次表を標準とする。 

２ 建築物モデルの高さ精度については標高点の標準偏差に準拠する 

一 建築物モデルの品質評価すべき各地物型については「標準仕様書」の内容に準拠する。 

 

        精 度 

 地図情報レベル 

水平位置の 
標準偏差 

標高点の 
標準偏差 

等高線の 

標準偏差 

2500 1.75ｍ以内 0.66ｍ以内 1.0ｍ以内 

  

 
 

（工程別作業区分及び順序） 

第１４条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。 

一 作業計画 

二 標定点の設置 

三 検証点の設置 

四 対空標識の設置 

五 撮影 

六 同時調整 

七 数値図化 

八 数値地形図データファイルの作成 

九 三次元形状復元計算 

十 三次元点群データ編集 

十一 三次元点群データファイルの作成 

十二 建物接地面の高さの取得 

十三 建物高さの取得 

十四 屋根形状の取得 

十五 建築物モデルの作成 

十六 品質評価 

十七 成果等の整理 
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第２節 作業計画 

（要旨） 

第１５条 作業計画は、第2編第8条の規定によるほか、工程別に作成するものとする。 

 
 

第３節 標定点の設置 

（標定点の設置） 

第１６条 同時調整の標定点の設置は、準則第３編第４章第３節の規定を準用する。 

２ 三次元形状復元計算の標定点については同時調整の標定点と同じ精度、数量、配点方法とする。 

 
 

第４節 検証点の設置 

（要旨） 

第１７条 検証点の設置とは、三次元形状復元計算で得られる三次元点群データの水平位置及び標高を検証す

るための点（以下この章において「検証点」という。）を設置する作業をいう。 

 
 

（検証点の精度） 

第１８条 検証点の精度は、準則第4編第3章第3節第414条6項の規定を準用する。 

 
 

（方法） 

第１９条 検証点の設置は、次の各号のとおりとする。ただし、前条に規定する精度を確保し得る範囲内におい

て、既知点間の距離、検証点間の距離、路線長等は、この限りでない。 

一 水平位置は、準則第２編第２章の基準点測量に準じた観測、又は準則第2編第２章第5節のＴＳ点の設置

に準じた観測で求めることができる。 

二 標高は、準則第２編第３章で規定する簡易水準測量に準じた観測、又は準則第2編第２章第5節のＴＳ点

の設置に準じた観測で求めることができる。ただし、地図情報レベル２５００以上の数値地形図データを

作成する場合は、準則第２編第２章の基準点測量に準じた観測で標高を求めることができる。 

２ 空中写真上で周辺地物との色調差が明瞭な構造物が測定できる場合は、その構造物上に検証点の設置を

行い対空標識に代えることができる。 

３ 対空標識に代えることができる明瞭な構造物は、次の各号のうち、いずれかに該当するものとする。 

一 対空標識Ａ型と同等又は３方向以上から同一点を特定できるもの。 

二 正方形で対空標識Ｂ型の寸法と同等なもの。 

三 円形で対空標識Ｂ型の寸法以上のもの。 

４ 検証点の配置及び点数は、次の各号のとおりとする。 

一 区域撮影においては、ブロック内の四隅付近と中央部付近に配置されたそれぞれの標定点間に配置する

ものとし、計４点配置することを標準とする。 

二 路線撮影においては、各コースの中央部付近に１点配置することを標準とする。 
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コラム：空中写真の重複度の変更について 

検証点は後述する三次元形状復元計算の工程で得られた位置座標を点検するために使用するため、同

時調整の標定点による調整計算の影響が弱い箇所、または、標定点から離れた箇所に設置することが望まし

い。区域撮影の標定点はブロック内の四隅付近と中央部付近の配点が標準である。よって、検証点はそれぞ

れの標定点間に４点配置することを標準とする。また、路線撮影の標定点は各コースの両端に2点ずつ、計4

点の配点が標準である。よって、検証点の中央部付近に１点配置することを標準とする。 

〈検証点の配点例〉 

 

 

 

第５節 対空標識の設置 

（対空標識の設置） 

第２０条 対空標識の設置は、準則第３編第４章第４節の規定を準用する。 

 
 

第６節 撮影 

（要旨） 

第２１条 本章において「撮影」とは、測量用空中写真を撮影する作業をいい、後続作業に必要な外部標定要素

の同時取得及びデータ解析、写真処理及び数値写真の作成工程を含むものとする。 

 
 

（機材） 

第２２条 機材は、準則第３編第４章第５節２款の規定を準用する。 

 
  

：標定点

：検証点

：撮影コース

区域撮影の場合 路線撮影の場合

：対象範囲
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（平面形状（２D図形）を取得する場合の空中写真の地上画素寸法） 

第２３条 平面形状を取得する場合のデジタル航空カメラで撮影する数値写真の地上画素寸法及び地図情報レ

ベルとの関連は、準則第３編第４章第５節第３款第１８５条に準じ次表を標準とする。 

地図情報レベル 地上画素寸法（式中のＢ:基線長、Ｈ:対地高度） 

2500 300 ㎜×２×Ｂ[ｍ]÷Ｈ[ｍ]  ～ 375 ㎜×２×Ｂ[ｍ]÷Ｈ[ｍ] 

  

 
 

（建築物モデルの詳細度に応じた地上画素寸法） 

第２４条 建築物モデル作成に使用する空中写真の地上画素寸法は、作成する建築物モデルのLODに応じ、

次表を標準として決定する。 

２ 地上画素寸法は前条により求める地上画素寸法の値と、次表の地上画素寸法の値の内、より詳細な地上画

素寸法の値を採用すること。 

LOD詳細度 地上画素寸法 

LOD1.0 0.25m以内 

LOD2.0 0.25m以内 

LOD2.1 0.15m以内 

LOD2.2 0.08m以内 
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（撮影計画） 

第２５条 撮影計画は、撮影区域ごとに次の各号の条件を考慮して作成するものとする。 

一 地形等の状況により、実体空白部を生じないようにする。 

二 ＧＮＳＳ衛星の数及び配置は、作業に必要な精度が得られるよう計画するものとする。 

三 同一コースは、直線かつ等高度の撮影となるように計画する。また、撮影コースは建築物モデル作成範囲

より外側に1コース以上を配置するように計画する。 

四 隣接コースの空中写真との重複度は３０％を標準とする。ただし、地形等の状況及び用途によっては、同

一コース内又は隣接コースのどちらについても、重複度を増加させることができる。 

五 撮影区域を完全にカバーするため、撮影コースの始めと終わりの撮影区域外をそれぞれ最低1モデル以

上設定する。 

２ 撮影基準面は、原則として、撮影区域に対して一つを定めるが、高低差の大きい区域にあっては、航空機運

航の安全を考慮し、数コース単位に設定することができる。 

３ フィルム航空カメラを用いる場合の対地高度は、撮影縮尺及びフィルム航空カメラの画面距離から求める。

撮影高度は、対地高度に撮影区域内の撮影基準面高を加えたものとする。 

４ デジタル航空カメラを用いる場合の対地高度は、地上画素寸法、素子寸法及び画面距離から求めるものと

する。撮影高度は、対地高度に撮影区域内の撮影基準面高を加えたものとする。 

５ キネマティック解析における整数値バイアスの決定方法は、固定局と撮影区域の基線距離を考慮し、地上初

期化方式と空中初期化方式から選択するものとする。 

６ ＩＭＵ初期化飛行は、撮影の開始コース、終了コース及び撮影基準面が異なるコースを考慮し行うものとす

る。 

７ 撮影コース長は、ＩＭＵの累積誤差を考慮しておおむね１５分以内で撮影できる距離とする。 

８ 固定局は、撮影区域内との基線距離を原則５０キロメートル以内とし、やむを得ない場合でも７０キロメートル

を超えないものとする。 

９ 固定局には、電子基準点を用いることを原則とする。 

１０ 新たに固定局を設置する場合は、１級基準点測量及び３級水準測量に準ずる測量によって水平位置及び標

高を求めるものとする。 

１１ 固定局の設置位置は、次の各号に留意して決定するものとする。 

一 上空視界の確保及びデータ取得の有無 

二 ＧＮＳＳアンテナの固定の確保 

 
 

（撮影時期） 

第２６条 撮影時期は、準則第３編第４章第５節第３款第１８７条の規定を準用する。 

 
 

（撮影飛行） 

第２７条 撮影飛行は、準則第３編第４章第５節第３款第１８８条の規定を準用する。 
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（露出時間） 

第２８条 露出時間は、準則第３編第４章第５節第３款第１８９条の規定を準用する。 

 
 

（航空カメラの使用） 

第２９条 航空カメラの使用は、準則第３編第４章第５節第３款第１９０条の規定を準用する。 

 
 

（空中写真の重複度） 

第３０条 空中写真の重複度は、後続の工程で作成する建築物モデルのLODに応じ、次表を標準として決定す

る。 

 

LOD詳細度 隣接空中写真間の重複度 コース間の空中写真の重複度 

LOD1.0 60% 30% 

LOD2.0 60% 30% 

LOD2.1 80% 30% 

LOD2.2 80% 30% 

  

 
 

コラム：空中写真の重複度の変更について 

空中写真測量により撮影された画像は中心投影によって撮影されるため、カメラのレンズ端に写る建築物

は倒れ込みが生じる。倒れ込みは高層の建築物であるほど顕著となり、周辺の建築物を覆い隠す可能性が

あるため、空中写真の重複度は撮影対象を考慮して調整する必要がある。例えば、高層の建築物が密集す

る地区を撮影する場合は必要に応じて、隣接空中写真間の重複度、またはコース間の空中写真の重複度ど

ちらについても、重複度を増加させることができる。 

〈空中写真と建築物の倒れ込みの関係〉 
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（ＧＮＳＳ／ＩＭＵデータの処理） 

第３１条 ＧＮＳＳ／ＩＭＵデータの処理は、準則第３編第４章第５節第４款の規定を準用する。 

 
 

（数値写真の統合処理） 

第３２条 数値写真の統合処理は、準則第３編第４章第５節第5款の規定を準用する。 

 
 

（数値写真の整理） 

第３３条 数値写真の整理は、準則第３編第４章第５節第７款の規定を準用する。 

 
 

（品質評価） 

第３４条 品質評価は、準則第３編第４章第５節第８款の規定を準用する。 

 
 

（成果等の整理） 

第３５条 成果等の整理は、準則第３編第４章第５節第９款の規定を準用する。 

 
 

第７節 同時調整 

（同時調整） 

第３６条 同時調整は、準則第３編第４章第６節の規定を準用する。 

 
 

第８節 数値図化 

（数値図化） 

第３７条 数値図化は、準則第３編第４章第８節の規定を準用する。 

２ 建築物モデルの作成に用いる数値地形図データを既成のデータで代用する場合は本作業を不要とする。 

 
 

第９節 数値地形図データファイルの作成 

（数値地形図データファイルの作成） 

第３８条 数値地形図データファイルの作成は、準則第３編第４章第１１節の規定を準用する。なお、建築物モデ

ルの作成に用いる数値地形図データを既成のデータで代用する場合は本作業を不要とする。 

 
 

第１０節 三次元形状復元計算 

（要旨） 

第３９条 「三次元形状復元計算」とは、撮影した数値写真及び標定点を用いて、数値写真の外部標定要素及び

数値写真に撮像された地点（以下本章において「特徴点」という。）の位置座標を求め、地形、地物等の三次

元形状を復元し、オリジナルデータを作成する作業をいう。 

２ 三次元形状復元計算は、特徴点の抽出、三次元点群データの生成までの一連の処理を含むものとする。 



3D都市モデル整備のための測量マニュアル  第３編 建築物モデルの作成 

34 

（三次元形状復元計算結果の点検） 

第４０条 三次元形状復元計算の結果は、三次元形状復元計算ソフトの機能に応じて点検するものとする。 

２ 三次元復元計算結果の点検結果は、精度管理表にとりまとめるものとする。 

 
 

（標定点の残差及び検証点の較差の点検） 

第４１条 三次元形状復元計算で得られる標定点の残差が、Ｘ、Ｙ、Ｚのいずれの成分も、作成する三 

次元点群データの位置精度以内であることを点検する。 

２ あらかじめ求めた検証点の位置座標と、三次元形状復元計算で得られた検証点の位置座標との較差が、

Ｘ、Ｙ、Ｚのいずれの成分も、作成する三次元点群データの位置精度以内であることを点検する。 

３ 点検のために、必要に応じてオルソ画像を作成することができるものとする。 

４ 点検の結果、精度を満たさない場合には、不良写真の除去及び特徴点の修正を行った上で、再度三次元形

状復元計算を行い、点検を行うものとする。こうした処理を行っても精度を満たさない場合には、再撮影を行

うものとする。 

５ 三次元形状復元計算ソフトで直接検証点の位置座標を求めることができない場合は、検証点の位置座標

は、次の方法で求めるものとする。 

一 平面位置は、第３項で作成したオルソ画像上で検証点の位置を確認し、座標を求める。 

二 標高は、作成した三次元点群データを用いて、各検証点に対し平面座標上の距離が1メートル以内である

ような三次元点群データを抽出し、距離の重み付内挿法（Inverse Distance Weighted 法：IDW法）

で求める。 

 
 

第１１節 三次元点群データ編集 

（要旨） 

第４２条 本章において「三次元点群データ編集」とは、オリジナルデータから必要に応じて異常点の除去又は三

次元点群データの補間等の編集を行う作業をいう。 

 
 

（三次元点群データ編集） 

第４３条 オリジナルデータを複数の方向から表示し、特徴点及び成果に不要となる特徴点等の異常点を取り除

くものとする。 

２ オリジナルデータが必要な密度を満たさない場合は、必要に応じてＴＳ等を用いて現地補測を行い、三次元

点群データを補間する。 

３ 異常点やオリジナルデータが必要な密度を満たさない場所が広範囲に分布する場合には、数値写真及び三

次元形状復元計算結果を見直し、必要に応じて数値写真の再撮影又は三次元形状復元計算の再計算を行

うものとする。 
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第１２節 三次元点群データファイルの作成 

（要旨） 

第４４条 本編において「三次元点群データファイルの作成」とは、製品仕様書に従ってオリジナルデータ又は変

換した構造化データから三次元点群データファイルを作成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。 

２ 三次元点群データ説明書は、準則付録７を使用することができる。 

 
 

第１３節 建物接地面の高さの取得 

（要旨） 

第４５条 「建物接地面の高さの取得」とは、前章までの測量成果とグリッドデータを用いて建物接地面の高さを

算出する作業をいう。また、既存データに建築物の地階の高さデータがある場合は建物下面の高さとして入

力する作業をいう。 

 
 

（取得方法） 

第４６条 建物接地面の高さの取得方法は、次の各号の通りとする。 

２ 建築物の地階の高さデータが含まれる場合は建物地階の高さを既存データより入力する。 

３ 建物接地面の高さの取得に用いるデータはグリッドデータ及びグラウンドデータとする。なお、グリッドデータ

及びグラウンドデータは既成のデータを使用することも可能とするが、データの品質、経年変化等についての

点検を行うものとする。 

４ 建物接地面の高さの基準はグリッドデータまたはグラウンドデータからTINを発生させ、建物外形の中で最

も高さの低い地点を建物接地面の高さとして決定する。 

５ 建物接地面の高さは数値地形図データの建物ごとに決定する。 

 
 

コラム：建物接地面の高さについて 

LOD1で建築物を記述する場合、下面の高さは、下図に示す二つの方法のいずれかにより決定する。建築

物に地階が存在し、その最も低い高さが得られる場合にはその高さを使用する。地階の高さについての情報

が得られない場合には、LOD0の平面形状とグリッドデータまたはグラウンドデータからTINを発生させた地

形の重ね合わせにより、最も低い点の高さを取得し、この値を使用する。 

〈建物接地面の高さの取得方法について〉 

 
 
  

地形

下面

地形
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第１４節 建物高さの取得 

（要旨） 

第４７条 「建物高さの取得」とは、数値地形図データを用いて三次元点群データにより該当する建物の屋根高

さを算出する作業をいう。 

２ 建物高さはLOD1の建築物モデル作成の基礎データとして使用する。 

 
 

（取得方法） 

第４８条 建物高さは数値地形図データの建築物の屋根面に含まれる三次元点群データの高さ情報を用いて、

建物高さの中央値を算出する。ただし、ユースケースに応じて建物高さの取得基準が明確になっている場合

はその限りではない。 

２ 建物高さが樹木等により取得が困難な場合は計画機関と協議の上、建物高さの値を決定する。 

 
 
 

コラム：建物高さの取得について 

中央値はLOD0の平面に含まれる点群データにおいて、データを小さい順に並べたとき中央に位置する値

を採用する。また、中央値以外の建物高さを算出する場合の算出方法については下図に示す通りする。この

うち、中央値は平均値と異なり、上下に極端にはずれた数値の影響を受けにくいとされる。そのため、標準仕

様書では、多目的な利用を想定し、中央値の採用を推奨している。 

〈LOD1における建物高さの取得例〉 

 

 

 
 

（点検方法） 

第４９条 建物高さの点検方法は、取得した値が樹木等の建物以外による標高の誤りでないか点検を行うことと

する。 

  

地形データ

点群データ
点群から演算した建築物の高さ
＝（統計処理により算出した中
央値）ー（地表面にあたっている

と想定される点の高さ

地形データから演算した建築物
の接地点の標高に、点群から演
算した建築物の高さを使用して

LOD1立体を作成

代表値 算出方法

最高値
LOD0の平面に含まれる点群データのうち、最も高さの高い点の値。屋根が傾斜している場合や

多層型の屋根形状の場合、その一番高いところの高さを示す。

中央値 LOD0の平面に含まれる点群データにおいて、データを小さい順に並べたとき中央に位置する値。

平均値 LOD0の平面に含まれる点群データにおいて、データの分布の重心を表す値。

最頻値 LOD0の平面に含まれる点群データにおいて、最も頻繁に出現する値。

最低値
LOD0の平面に含まれる点群データのうち、最も高さの低い点の高さ。屋根が傾斜している場合や

多層型の屋根形状の場合、その一番低いところの高さを示す。
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第１５節 屋根形状の取得 

（要旨） 

第５０条 「屋根形状の取得」とは、三次元点群データを用いて建物の屋根形状を作成する作業をいう。 

２ 取得した屋根形状はLOD2.0～2.2の建築物モデル作成の基礎データとして使用する。 

３ LOD2.0～2.2の建築物モデル作成の必要がない場合は本作業を不要とする。 

 
 

（取得方法） 

第５１条 三次元点群データによる建物屋根形状の取得方法は、以下のとおりとする。 

２ 建物の屋根形状の取得は三次元点群データを用いて、屋根形状や勾配を取得する。 

３ 三次元点群データにより取得した建物の屋根形状と数値地形図データの形状が合わない場合は屋根形状

を再取得する。屋根形状の再取得でも解消できない場合は、該当する建物の数値図化を行う。 

 
 

（点検方法） 

第５２条 屋根形状の点検は、作成した屋根を三次元表示し、形状の良否を確認する。 

 
 

第１６節 建築物モデルの作成 

（作成方法） 

第５３条 建物接地面の高さや建物高さ及び建物屋根形状を用いて建築物モデルを作成する。各LODの作成

を以下のとおりとする。なお、LOD2.0～2.2の建築物モデル作成の必要がない場合は本作業を不要とする。 

一 LOD1の建築物モデルの作成方法は、数値地形図データを基に取得した建物接地面の高さを底面とし、

前章までに取得した建物高さの中央値を上面として角柱を作成し、建築物モデルを作成する 

二 LOD2の建築物モデルの作成方法は、数値地形図データを基に取得した建物接地面の高さを底面とし、

前章までに取得した建物屋根形状を基に上面を作成し、建築物モデルを作成する 
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コラム：三次元点群データによる建築物モデルの作成 

三次元形状復元計算により得られた三次元点群データを用いて、建物の屋根形状を作成する。なお、建物

の外形は建物接地面の高さを取得した数値地形図データを基に建築物モデルの作成を行う。 

〈三次元点群データによる建築物モデルの作成例〉 

 

 
 

第１７節 品質評価 

（品質評価） 

第５４条 品質評価は、次の各号のとおり確認する。 

一 数値地形図データファイルの品質評価は、準則第２編第２章第７節第４４条の規定を準用する。 

二 建築物モデルの品質評価は、「標準仕様書」の品質評価手順に基づき品質評価を実施するものとする。 

２ 評価の結果、品質要求を満足していない項目が発見された場合は、必要な調整を行うものとする。 

 
 

第１８節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第５５条 三次元点群データファイルのメタデータの作成は、準則第2編第2章第8節第45条の規定を準用す

る。 

 
  

被写体

：特徴点から3次元座標を算出

(左図はイメージのため間引いて表示)

図化で取得した建物屋根形状 図化成果を使用して手動作成した建物モデル
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（成果等） 

第５６条 成果等は、次の各号のとおりとする。 

一 数値地形図データファイル 

二 三次元点群データファイル 

三 精度管理表 

四 品質管理表 

五 メタデータ 

六 建築物モデルデータ 

七 その他の資料 
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第２章 空中写真を用いた数値地形図作成及び建築物モデル作成 

第１節 要旨 

（要旨） 

第５７条 本編は空中写真を用いて建築物モデルの基礎データとなる数値地形図データ、三次元点群データ及

び建築物モデルを作成する測量作業の方法等を定める。 

２ 「数値地形図」とは、地形、地物等の位置、形状を表す座標データ及びその内容を表す属性データ等を、計算

処理が可能な形態で表現したものをいう。 

 
 

（数値地形図データ及び建築物モデルの地図情報レベル及び精度） 

第５８条 建築物モデルの地図情報レベルと精度は第3編第1章第1節第１３条を準用する。 

 
 

（工程別作業区分及び順序） 

第５９条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。 

一 作業計画 

二 標定点の設置 

三 対空標識の設置 

四 検証点の設置 

五 撮影 

六 同時調整 

七 数値図化 

八 数値地形図データファイルの作成 

九 三次元形状復元計算 

十 三次元点群データ編集 

十一 三次元点群データファイルの作成 

十二 建物接地面の高さの取得 

十三 建物高さの取得 

十四 屋根形状の取得 

十五 建築物モデルの作成 

十六 品質評価 

十七 成果等の整理 
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第２節 作業計画 

（要旨） 

第６０条 作業計画は、第2編第8条の規定によるほか、工程別に作成するものとする。 

 
 

第３節 標定点の設置 

（標定点の設置） 

第６１条 標定点の設置は、準則第３編第４章第３節の規定を準用する。 

 
 

第４節 検証点の設置 

（検証点の設置） 

第６２条 検証点の設置は、第３編第1章４節の規定を準用する。 

 
 

第５節 対空標識の設置 

（対空標識の設置） 

第６３条 対空標識の設置は、準則第３編第４章第４節の規定を準用する。 

 
 

第６節 撮影 

（要旨） 

第６４条 本章において「撮影」とは、測量用空中写真を撮影する作業をいい、後続作業に必要な外部標定要素

の同時取得及びデータ解析、写真処理及び数値写真の作成工程を含むものとする。 

 
 

（機材） 

第６５条 機材は、準則第３編第４章第５節２款の規定を準用する。 

 
 

（平面形状（２D図形）を取得する場合の空中写真の地上画素寸法） 

第６６条 平面形状を取得する場合、デジタル航空カメラで撮影する数値写真の地上画素寸法及び地図情報レ

ベルとの関連は、準則第３編第４章第５節第３款第１８５条に準じ次表を標準とする。 

地図情報レベル 地上画素寸法（式中のＢ:基線長、Ｈ:対地高度） 

2500 300 ㎜×２×Ｂ[ｍ]÷Ｈ[ｍ]  ～ 375 ㎜×２×Ｂ[ｍ]÷Ｈ[ｍ] 
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（建築物モデルの詳細度に応じた地上画素寸法） 

第６７条 数値地形図データ作成に使用する空中写真の地上解像度は第4編第6章第６６条の他、後続の工程

で作成する建築物モデルのLODに応じ、次表を標準として決定する。 

LOD詳細度 地上画素寸法 

LOD1.0 0.25m以内 

LOD2.0 0.25m以内 

LOD2.1 0.15m以内 

LOD2.2 0.15m以内 
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（撮影計画） 

第６８条 撮影計画は、撮影区域ごとに次の各号の条件を考慮して作成するものとする。 

一 地形等の状況により、実体空白部を生じないようにする。 

二 ＧＮＳＳ衛星の数及び配置は、作業に必要な精度が得られるよう計画するものとする。 

三 同一コースは、直線かつ等高度の撮影となるように計画する。また、撮影コースは建築物モデル作成範囲

より外側に1コース以上を配置するように計画する。 

四 同一コース内の隣接空中写真との重複度は６０％、隣接コースの空中写真との重複度は３０％を標準とす

る。ただし、地形等の状況及び用途によっては、同一コース内又は隣接コースのどちらについても、重複度

を増加させることができる。 

五 撮影区域を完全にカバーするため、撮影コースの始めと終わりの撮影区域外をそれぞれ最低1モデル以

上設定する。 

２ 撮影基準面は、原則として、撮影区域に対して一つを定めるが、高低差の大きい区域にあっては、航空機運

航の安全を考慮し、数コース単位に設定することができる。 

３ フィルム航空カメラを用いる場合の対地高度は、撮影縮尺及びフィルム航空カメラの画面距離から求める。

撮影高度は、対地高度に撮影区域内の撮影基準面高を加えたものとする。 

４ デジタル航空カメラを用いる場合の対地高度は、地上画素寸法、素子寸法及び画面距離から求めるものと

する。撮影高度は、対地高度に撮影区域内の撮影基準面高を加えたものとする。 

５ キネマティック解析における整数値バイアスの決定方法は、固定局と撮影区域の基線距離を考慮し、地上初

期化方式と空中初期化方式から選択するものとする。 

６ ＩＭＵ初期化飛行は、撮影の開始コース、終了コース及び撮影基準面が異なるコースを考慮し行うものとす

る。 

７ 撮影コース長は、ＩＭＵの累積誤差を考慮しておおむね１５分以内で撮影できる距離とする。 

８ 固定局は、撮影区域内との基線距離を原則５０キロメートル以内とし、やむを得ない場合でも７０キロメートル

を超えないものとする。 

９ 固定局には、電子基準点を用いることを原則とする。 

１０ 新たに固定局を設置する場合は、１級基準点測量及び３級水準測量に準ずる測量によって水平位置及び標

高を求めるものとする。 

１１ 固定局の設置位置は、次の各号に留意して決定するものとする。 

一 上空視界の確保及びデータ取得の有無 

二 ＧＮＳＳアンテナの固定の確保 

 
 

（撮影時期） 

第６９条 撮影時期は、準則第３編第４章第５節第３款第１８７条の規定を準用する。 

 
 

（撮影飛行） 

第７０条 撮影飛行は、準則第３編第４章第５節第３款第１８８条の規定を準用する。 
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（露出時間） 

第７１条 露出時間は、準則第３編第４章第５節第３款第１８９条の規定を準用する。 

 
 

（航空カメラの使用） 

第７２条 航空カメラの使用は、準則第３編第４章第５節第３款第１９０条の規定を準用する。 

 
 

（数値写真の重複度） 

第７３条 数値写真の重複度は、準則第３編第４章第５節第３款第第１９１条の規定を準用する。 

 
 

（ＧＮＳＳ／ＩＭＵデータの処理） 

第７４条 ＧＮＳＳ／ＩＭＵデータの処理は、準則第３編第４章第５節第４款の規定を準用する。 

 

 

（数値写真の統合処理） 

第７５条 数値写真の統合処理は、準則第３編第４章第５節第5款の規定を準用する。 

 
 

（数値写真の整理） 

第７６条 数値写真の整理は、準則第３編第４章第５節第７款の規定を準用する。 

 
 

（品質評価） 

第７７条 品質評価は、準則第３編第４章第５節第８款の規定を準用する。 

 
 

（成果等の整理） 

第７８条 成果等の整理は、準則第３編第４章第５節第９款の規定を準用する。 

 
 

第７節 同時調整 

（同時調整） 

第７９条 同時調整は、準則第３編第４章第６節の規定を準用する。 

 
 

第８節 数値図化 

（数値図化） 

第８０条 数値図化は、第３編第1章第８節の規定を準用する。 

 
  



3D都市モデル整備のための測量マニュアル  第３編 建築物モデルの作成 

 

45 

第９節 数値地形図データファイルの作成 

（数値地形図データファイルの作成） 

第８１条 数値地形図データファイルの作成は、準則第３編４章第１１節の規定を準用する。 

 
 

第１０節 三次元形状復元計算 

（三次元形状復元計算） 

第８２条 三次元形状復元計算は、第３編第1章第１０節の規定を準用する。 

 
 

第１１節 三次元点群データ編集 

（三次元点群データ編集） 

第８３条 三次元点群データ編集は、第３編第1章第１１節の規定を準用する。 

 
 

第１２節 三次元点群データファイルの作成 

（三次元点群データファイルの作成） 

第８４条 三次元点群データファイルの作成は、第３編第1章第１２節の規定を準用する。 

 
 

第１３節 建物接地面の高さの取得 

（建物接地面の高さの取得） 

第８５条 建物接地面の高さの取得は、第３編第1章第１３節の規定を準用する。 

 
 

第１４節 建物高さの取得 

（要旨） 

第８６条 「建物高さの取得」とは、数値地形図データを用いて数値図化または三次元点群データにより該当す

る建物の屋根高さを算出する作業をいう。 

２ 建物高さはLOD1の建築物モデル作成の基礎データとして使用する。 
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（取得方法） 

第８７条 建物高さは数値地形図データの建築物の屋根面に含まれる三次元点群データの高さ情報を用いて、

建物高さの中央値を算出する。ただし、ユースケースに応じて建物高さの取得基準が明確になっている場合

はその限りではない。 

２ 建物高さの算出方法が中央値以外で数値図化により高さの取得が可能な場合は数値図化により建物高さ

を取得することができる。 

３ 建物高さが樹木等により取得が困難な場合は計画機関と協議の上、建物高さの値を決定する。 

 
 

第１５節 屋根形状の取得 

（要旨） 

第８８条 「屋根形状の取得」とは、屋根形状を数値図化により取得し、建物の屋根形状を作成する作業をいう。 

２ 取得した屋根形状はLOD2.0～2.2の建築物モデルを作成するための基礎データとして使用する。 

３ LOD2.0～2.2の建築物モデル作成が必要ない場合は本作業を不要とする。 

 
 

（取得方法） 

第８９条 数値図化による建物屋根形状の取得方法は、次の各号の通りとする。 

一 建物の屋根形状の取得は三次元による数値図化で実施し、屋根形状や勾配を取得する。 

二 三次元による数値図化で取得した建物の屋根形状と数値地形図データの形状が合わない場合は屋根形

状を再取得する。屋根形状の再取得でも解消できない場合は、該当する建物の数値図化を行う。 

 
 

（点検方法） 

第９０条 「点検方法」は、第３編第1章第1５節第52条の規定を準用する。 

 
 

第１６節 建築物モデルの作成 

（作成方法） 

第９１条 建築物モデルの作成は、第３編第1章第１６節の規定を準用する。 
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コラム：数値図化による屋根形状の取得方法 

空中写真測量により得られたステレオ写真から建物の屋根形状を3次元図化により取得する。なお、建物

の外形は建物接地面の高さを取得した数値地形図データを基に建築物モデルの作成を行う。 

〈数値図化による建築物モデルの作成例〉 

  

 
 

第１７節 品質評価 

（品質評価） 

第９２条 品質評価は、第３編第1章第１７節の規定を準用する。 

 
 

第１８節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第９３条 三次元点群データファイルのメタデータの作成は、準則第2編第2章第8節第45条の規定を準用す

る。 

 
 

（成果等の整理） 

第９４条 成果等は、次の各号のとおりとする。 

一 数値地形図データファイル 

二 三次元点群データファイル 

三 精度管理表 

四 品質管理表 

五 メタデータ 

六 建築物モデルデータ 

外部標定要素

(x1,y1,z1,ω1,φ1,κ1)

(P=X,Y,Z)

外部標定要素

(x2,y2,z2,ω2,φ2,κ2)

写真A 写真B

空中基線B

p1 p2

図化で取得した建物屋根形状

図化成果から手動作成した建物LOD
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第３章 航空レーザ点群測量による建築物モデル作成 

第１節 要旨 

（要旨） 

第９５条 航空レーザ点群測量とは、航空機によるレーザスキャナを用いて地形、地物等を観測し、三次元点群

データ及び建築物モデルを作成する作業をいう。 

 
 

（建築物モデルの地図情報レベルと精度） 

第９６条 建築物モデルの地図情報レベルと精度は第3編第1章第1節第１３条を準用する。 

 
 

（建築物モデルのLOD詳細度とオリジナルデータの点密度） 

第９７条 建築物モデルのLOD詳細度とオリジナルデータの関係は次表を標準とする。 

LOD詳細度 点密度 

LOD1.0 4点/㎡ 

LOD1.1 8点/㎡ 

LOD2.0 8点/㎡ 

LOD2.1 18点/㎡ 

LOD2.2 18点/㎡ 

  

 
 

（地図情報レベルとグリッドデータの格子間隔） 

第９８条 グリッドデータの規格は、地上での格子間隔で表現するものとする。 

２ 地図情報レベルと格子間隔の関係は、準則第４編第６章第１節第５３６条第２項に準じ次表を標準とする。 

地図情報レベル 格子間隔 

2500 2ｍ以内 
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（工程別作業区分及び順序） 

第９９条 工程別作業区分及び順序は、次を標準とする。 

一 作業計画 

二 固定局の設置 

三 航空レーザ計測 

四 調整用基準点の設置 

五 三次元計測データの作成 

六 オリジナルデータの作成 

七 グラウンドデータの作成 

八 グリッドデータの作成 

九 等高線データ作成 

十 三次元点群データファイル作成 

十一 建物接地面の高さの取得 

十二 建物高さの取得 

十三 屋根形状の取得 

十四 建築物モデルの作成 

十五 品質評価 

十六 成果等の整理 

 
 

第２節 作業計画 

（要旨） 

第１００条 作業計画は、第2編第８条の規定によるほか、工程別に作成するものとする。 

２ 航空レーザ計測は、ＧＮＳＳ衛星配置等を考慮して、計測諸元、飛行コース、固定局の設置場所及びＧＮＳＳ

観測について計画するものとする。 

３ 「計測諸元」とは、対地高度、対地速度、コース間重複度（％）、スキャン回数、スキャン角度、パルスレート及

び飛行方向・飛行直交方向の標準的取得点間距離等をいい、三次元計測データとして必要となるデータ間隔

を得るための計画に使用する。 

４ 航空レーザ計測は、オリジナルデータの点密度を満たすように計画するものとする。その際、地形条件によっ

ては、飛行コース間の重複度の調整や往復飛行による計測の設定を行う。 

５ 飛行コース間重複度は、建物等の地物を複数方向から計測し、レーザ点群の死角となる箇所を軽減するた

め６０パーセントを標準とする。ただし、地物の形状や計測方法等により十分な点密度が確保できる場合は飛

行コース間重複度を変更することができる。 

６ 計測対象地域は、作業地域の外周をグリッドデータの格子間隔の１０倍以上の距離を延伸して計測するよう

に設計し、かつ、一番外側の飛行コースが計測範囲よりも外側となるよう設定する。 

７ 固定局の設置場所は、上空視界や基線距離等を考慮し計画するものとする。 

８ ＧＮＳＳ観測計画は、最新の軌道情報を用いて受信可能な衛星数等を考慮して行うものとする。 
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第３節 固定局の設置 

（固定局の設置） 

第１０１条 作業計画は、準則第４編第６章第３節に基づき実施するものとする。 

 
 

第４節 航空レーザ計測 

（航空レーザ計測） 

第１０２条 航空レーザ計測は、準則第４編第６章第４節に基づき実施するものとする。 

 
 

第５節 調整用基準点の設置 

（調整用基準点の設置） 

第１０３条 調整用基準点の設置は、準則第４編第６章第５節に基づき実施するものとする。 

 
 

第６節 三次元計測データの作成 

（三次元計測データの作成） 

第１０４条 三次元計測データの作成は、準則第４編第６章第６節第５４９条に基づき実施するものとする。 

 
 

（三次元計測データの点検） 

第１０５条 三次元計測データの点検は、準則第４編第６章第６節第５５０条に基づき実施するものとする。 

 
 

（コース間標高値の点検） 

第１０６条 コース間標高値の点検は、準則第４編第６章第６節第５５１条に基づき実施するものとする。 

 
 

（再点検） 

第１０７条 再点検は、準則第4編第６章第６節第５５２条に基づき実施するものとする。 

 
 

（航空レーザ用写真地図データの作成） 

第１０８条 航空レーザ用写真地図データの作成は、準則第４編第６章第６節第５５３条に基づき実施するものと

する。 
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（水部ポリゴンデータの作成） 

第１０９条 水部ポリゴンデータの作成は、準則第４編第６章第６節第５５４条に基づき実施するものとする。 

 
 

（欠測率の計算） 

第１１０条 欠測率の計算は、要求するオリジナルデータの点密度に基づいて三次元計測データを一定の格子間

隔で区切り、１つの格子内に含まれる三次元計測データの点の数により点密度を計算し、要求する点密度を

満たしてない格子の割合を求める 

 
 

（データの点検） 

第１１１条 データの点検は、準則第４編第６章第６節第５５６条に基づき実施するものとする。 

 
 

第７節 オリジナルデータの作成 

（オリジナルデータの作成） 

第１１２条 オリジナルデータの作成は、準則第４編第６章第７節に基づき実施するものとする。 

 
 

第８節 グラウンドデータの作成 

（グラウンドデータの作成） 

第１１３条 オリジナルデータの作成は、準則第４編第６章第８節に基づき実施するものとする。 

 
 

第９節 グリッドデータの作成 

（グリッドデータの作成） 

第１１４条 オリジナルデータの作成は、準則第４編第６章第９節に基づき実施するものとする。 
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第１０節 三次元点群データファイルの作成 

（要 旨） 

第１１５条 本編において「三次元点群データファイルの作成」とは、次の各号に従って三次元点群データファイル

を作成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。 

２ 本編において三次元点群データファイルは、次の各号のとおりとする。 

一 オリジナルデータ 

二 グラウンドデータ 

三 グリッドデータ 

四 水部ポリゴンの境界線 

五 低密度ポリゴンの境界線 

六 航空レーザ用写真地図データ 

七 位置情報ファイル 

八 格納データリスト 

 
 

第１１節 建物接地面の高さの取得 

（建物接地面の高さの取得） 

第１１６条 建物接地面の高さの取得は、第３編第1章第１３節の規定を準用する。 

 
 

第１２節 建物高さの取得 

（要旨） 

第１１７条 「建物高さの取得」とは、空中写真又は既存の数値地形図データに基づきオリジナルデータを用いて

該当する建物の屋根面の高さを算出する作業をいう。 

２ 建物高さはLOD1の建築物モデル作成の基礎データとして使用する。 

 
 

（取得方法） 

第１１８条 ＬＯＤ１の建築物モデルの建物高さは各建物の数値地形図データに含まれる屋根面のオリジナルデー

タの高さ情報の中央値とする。ただし、ユースケースに応じて中央値以外の建物高さを取得する場合には中

央値と合わせて中央値以外の建物高さを取得する。 

２ 建物高さが樹木等により取得が困難な場合は計画機関と協議の上、建物高さの値を決定する。 

 
 

（点検方法） 

第１１９条 点検方法は、第３編第１章第15節第52条の規定を準用する。 
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第１３節 屋根形状の取得 

（要旨） 

第１２０条 「屋根形状の取得」とは、オリジナルデータを用いて建物の屋根形状を作成する作業をいう。 

２ 取得した屋根形状はLOD2.0～2.2の建築物モデル作成の基礎データとして使用する。 

３ LOD2.0～2.2の建築物モデル作成の必要がない場合は本作業を不要とする。 

 
 

（取得方法） 

第１２１条 建物の屋根形状の取得はオリジナルデータを用いて、屋根形状や勾配を取得する。 

 
 

コラム：レーザ点群による屋根形状の取得方法 

航空レーザ測量により得られたオリジナルデータから建物の屋根形状を作成する。なお、建物の外形は建

物接地面の高さを取得した数値地形図データを基に建築物モデルの作成を行う。 

〈オリジナルデータによる建築物モデルの作成例〉 

 

 
  

航空レーザにより建物モデルのレーザ点群を取得 レーザ点群を用いて建物モデルを手動作成
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第１４節 建築物モデルの作成 

（作成方法） 

第１２２条 建築物モデルの作成は、第３編第1章第１６節の規定を準用する。 

 
 

第１５節 品質評価 

（品質評価） 

第１２３条 品質評価は、第３編1章第１７節の規定を準用する。 

 
 

第１６節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第１２４条 メタデータの作成は、準則第2編第2章第8節第45条の規定を準用する。 

 
 

（成果等） 

第１２５条 成果等は、次の各号のとおりとする。 

一 三次元点群データファイル 

二 精度管理表 

三 品質管理表 

四 メタデータ 

五 建築物モデルデータ 

六 その他の資料 
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第４編 交通（道路）モデルの作成 

第１章 空中写真を用いた数値地形図データ作成及び交通（道路）モデル作成 

第１節 要旨 

（要旨） 

第１２６条 本編は空中写真を用いて交通（道路）モデルの基礎データとなる数値地形図データ及び交通（道路）

モデルを作成する測量作業の方法等を定める。 

 
 

（交通（道路）モデルの地図情報レベルと精度） 

第１２７条 交通（道路）モデルの地図情報レベルと精度は第3編第1章第1節第１３条を準用する。 

 
 

（工程別作業区分及び順序） 

第１２８条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。 

一 作業計画 

二 標定点の設置 

三 対空標識の設置 

四 検証点の設置 

五 撮影 

六 同時調整 

七 数値図化 

八 数値地形図データファイルの作成 

九 道路縁ポリゴンの作成 

十 車道交差部の取得（道路LOD1） 

十一 道路の歩車区分（道路LOD2） 

十二 品質評価 

十三 成果等の整理 

 
 

第２節 作業計画 

（要旨） 

第１２９条 作業計画は、準則第３編４章第2節の規定を準用する。 

２ 交通（道路）モデルの作成に用いる数値地形図データを既成のデータで代用する場合は第3節から第9節ま

での作業を不要とする。 
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第３節 標定点の設置 

（標定点の設置） 

第１３０条 標定点の設置は、準則第３編第４章第３節の規定を準用する。 

 
 

第４節 検証点の設置 

（検証点の設置） 

第１３１条 検証点の設置は、第３編第1章第４節の規定を準用する。 

 
 

第５節 対空標識の設置 

（対空標識の設置） 

第１３２条 対空標識の設置は、準則第３編第４章第４節の規定を準用する。 

 
 

第６節 撮影 

（要旨） 

第１３３条 本章において「撮影」とは、測量用空中写真を撮影する作業をいい、後続作業に必要な外部標定要

素の同時取得及びデータ解析、写真処理及び数値写真の作成工程を含むものとする。 

 
 

（機材） 

第１３４条 機材は、準則第３編第４章第５節第２款の規定を準用する。 

 
 

（平面形状（２D図形）を取得する場合の空中写真の地上画素寸法） 

第１３５条 平面形状（２D図形）を取得する場合の空中写真の地上画素寸法は、第3編第2章第６節第６６条の

規定を準用する 

 
 

（交通（道路）モデルの詳細度に応じた地上画素寸法） 

第１３６条 交通（道路）モデルの詳細度に応じた地上画素寸法は、準則第３編第４章第５節第３款第１８５条に準

じ次表を標準とする。 

地図情報レベル 地上画素寸法（式中のＢ:基線長、Ｈ:対地高度） 

2500 300 ㎜×２×Ｂ[ｍ]÷Ｈ[ｍ]  ～ 375 ㎜×２×Ｂ[ｍ]÷Ｈ[ｍ] 

  

 

 

（撮影計画） 

第１３７条 撮影計画は、準則第３編第４章第５節第３款第１８６条の規定を準用する。 

 
 



3D都市モデル整備のための測量マニュアル                                               第４編 交通（道路）モデルの作成 

57 

（撮影時期） 

第１３８条 撮影時期は、準則第３編第４章第５節第３款第１８７条の規定を準用する。 

 
 

（撮影飛行） 

第１３９条 撮影飛行は、準則第３編第４章第５節第３款第１８８条の規定を準用する。 

 
 

（露出時間） 

第１４０条 露出時間は、準則第３編第４章第５節第３款第１８９条の規定を準用する。 

 
 

（航空カメラの使用） 

第１４１条 航空カメラの使用は、準則第３編第４章第５節第３款第１９０条の規定を準用する。 

 
 

（数値写真の重複度） 

第１４２条 数値写真の重複度は、準則第３編第４章第５節第３款第第１９１条の規定を準用する。 

 
 

（ＧＮＳＳ／ＩＭＵデータの処理） 

第１４３条 ＧＮＳＳ／ＩＭＵデータの処理は、準則第３編４章第５節第４款の規定を準用する。 

 

 

（数値写真の統合処理） 

第１４４条 数値写真の統合処理は、準則第３編４章第５節第5款の規定を準用する。 

 
 

（数値写真の整理） 

第１４５条 数値写真の整理は、準則第３編４章第５節第７款の規定を準用する。 

 
 

（品質評価） 

第１４６条 品質評価は、準則第３編４章第５節第８款の規定を準用する。 

 
 

（成果等の整理） 

第１４７条 成果等の整理は、準則第３編４章第５節第９款の規定を準用する。 

 
 

第７節 同時調整 

（同時調整） 

第１４８条 同時調整は、準則第３編４章第６節の規定を準用する。 
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第８節 数値図化 

（数値図化） 

第１４９条 数値図化は、第３編第８章第３７条の規定を準用する。 

 
 

第９節 数値地形図データファイルの作成 

（数値地形図データファイルの作成） 

第１５０条 数値地形図データファイルの作成は、準則第3編4章第１１節の規定を準用する。 

 
 

第１０節 道路縁のポリゴンデータ作成 

（道路縁のポリゴンデータ） 

第１５１条 道路縁のポリゴンデータ作成は、数値地形図データから線形データである道路縁を抽出し、道路縁

のポリゴンデータを作成する作業をいう。 

2 前項のポリゴンデータは次の各号の場所でデータを区切るものとする。 

一 道路構造が変化点する場所 

二 位置正確度や取得方法が変わる場所 
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コラム：道路構造が変化点する場所での区切り方法 

道路は延長方向に連続して存在する地物であるため、データ作成者によって異なる区切り方になる可能性があ

る。そこで、標準仕様書では、道路を必ず区切るべき位置として、「車道交差部（十字路、丁字路、その他二つ以上

の道路が交わる部分）」、「道路構造の変化点（トンネル、橋梁）」、及び「位置正確度や取得方法が変わる場所」を

指定している。これらの位置では、かならず道路を区切らなければならない。［出典 標準作業手順書 D.3.1.］ 

〈数値図化により区切り例〉 

道路構造の変化点での道路の区切りはトンネル、橋梁の図式を基に区切る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

道路構造の変化箇所（左：橋梁 右：トンネル） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

トンネルにおける道路構造の変化点（俯瞰イメージ図） 
 
 
 

第１１節 道路縁の区切り方（交通（道路）モデルLOD1） 

（車道交差部の取得） 

第１５２条 交通（道路）モデルLOD1は、前条の道路縁のポリゴンデータを基に車道交差部（十字路、丁字路、そ

の他二つ以上の道路が交わる部分）で区切るものとする。 
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コラム：車道交差部（十字路、丁字路、その他二つ以上の道路が交わる部分）での道路の区切り方法 

車道交差部での道路の区切り方は以下に定義する優先順位で区切る。なお、道路が交差、分岐又は合流する

場合において、ある道路の道路縁と他の道路縁とが接する点（道路角）を「接点」と呼ぶ。 

①隅切りのない十字路 

 一つの道路において、道路縁の両側に接点が存在する場合は、接点を結んで道路を区切る。ただし、区切っ

た車道交差部が重複する場合は、ひとつの車道交差部とする。 

②隅切りのある十字路 

 一つの道路において、道路縁の両側に隅切りが存在する場合は、隅切りの頂点を接点とし接点を結んだ範

囲を車道交差部とする。また、どちらか一方にしか隅切りが存在しない場合は、隅切りの頂点及び接点を結ん

だ範囲を車道交差部とする。 

③ 丁字路・その他二つ以上が交わる道路 

道路縁の片側にしか接点が存在しない道路が一つでもある場合（丁字路）は、全ての接点から垂線を引き区

切る。隅切りがある場合や区切りが複数ある場合は、より外側の区切りを採用する。 

［出典 標準作業手順書 D.3.1.］ 
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第１２節 道路の歩車区分（交通（道路）モデルLOD2） 

（道路の歩車区分） 

第１５３条 交通（道路）モデルLOD2は、前条の道路縁のポリゴンデータを基に、数値図化の方法により、車道、

歩道、分離帯で区切るものとする。 

2 前項の場合に関わらず、交通（道路）モデルLOD2の車道、歩道、分離帯の区切りについては数値地形図の

区切りを用いることができる。 

 
 

コラム：交通（道路）モデルLOD2の車道交差部の取得方法 

交通（道路）モデルLOD2は歩車区分を表現するため、交通（道路）モデルLOD1車道交差部の取得範囲が異な

る。車道交差部に隅切りがある場合、隅切りに囲まれた車道部を取得する。もし、隅切りがない場合は、交差する

道路の道路縁が接する点で結ばれた線に囲まれた車道部を取得する。 
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第１３節 品質評価 

（品質評価） 

第１５４条 品質評価は、次の各号のとおり確認する。 

一 数値地形図データファイルの品質評価は、準則第２編２章第７節第４４条の規定を準用する。 

二 交通（道路）モデルの品質評価は、「標準仕様書」の品質評価手順に基づき品質評価を実施するものとす

る。 

２ 評価の結果、品質要求を満足していない項目が発見された場合は、必要な調整を行うものとする。 

 
 

第１４節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第１５５条 数値地形図データファイルのメタデータの作成は、準則第2編第2章第8節第４５条の規定を準用す

る。 

 
 

（成果等） 

第１５６条 成果等は、次の各号のとおりとする。 

一 数値地形図データファイル 

二 精度管理表 

三 品質評価表 

四 メタデータ 

五 交通（道路）モデルデータ 

六 その他の資料 
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第５編 地形モデルの作成 

第１章 航空レーザ点群測量を用いた数値地形モデル作成及び地形モデル作成 

第１節 要旨 

（要旨） 

第１５７条 本編は航空レーザを用いて地形の起伏を表現した数値地形モデルデータ及び3D都市モデルの地形

モデルを作成する測量作業の方法等を定める。 

２ 航空レーザ点群測量とは、航空機によるレーザスキャナを用いて地形、地物等を観測し、三次元点群データ

及び地形モデルを作成する作業をいう。 

 
 

（地図情報レベルとグリッドデータの格子間隔） 

第１５８条 グリッドデータの規格は、地上での格子間隔で表現するものとする。 

２ 地図情報レベルと格子間隔の関係は、準則第４編第６章第１節第536条第２項に準じ次表を標準とする。 

地図情報レベル 格子間隔 

2500 2ｍ以内 

5000 5ｍ以内 

  

 
 

（地形モデルの地図情報レベルと格子間隔） 

第１５９条 地形モデルのLOD詳細度とオリジナルデータの関係は次表を標準とする。 

LOD詳細度 点密度 格子間隔 

LOD1 0.04点/㎡ 5ｍ 

LOD2 0.25点/㎡ 2ｍ 
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（工程別作業区分及び順序） 

第１６０条 工程別作業区分及び順序は、次を標準とする。 

一 作業計画 

二 固定局の設置 

三 航空レーザ計測 

四 調整点の設置 

五 三次元計測データの作成 

六 オリジナルデータの作成 

七 グラウンドデータの作成 

八 グリッドデータの作成 

九 品質評価 

十 成果等の整理 

 
 

第２節 作業計画 

（要旨） 

第１６１条 作業計画は、準則第４編第６章第2節の規定を準用する。 

 
 

第３節 固定局の設置 

（固定局の設置） 

第１６２条 作業計画は、準則第４編第６章第３節に基づき実施するものとする。 

 
 

第４節 航空レーザ計測 

（航空レーザ計測） 

第１６３条 航空レーザ計測は、準則第４編第６章第４節に基づき実施するものとする。 

 
 

第５節 調整用基準点の設置 

（調整用基準点の設置） 

第１６４条 調整用基準点の設置は、準則第４編第６章第５節に基づき実施するものとする。 

 
 

第６節 三次元計測データの作成 

（三次元計測データの作成） 

第１６５条 三次元計測データの作成は、準則第４編第６章第６節第５４９条に基づき実施するものとする。 

 
 

（三次元計測データの点検） 

第１６６条 三次元計測データの点検は、準則第４編第６章第６節第５５０条に基づき実施するものとする。 
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（コース間標高値の点検） 

第１６７条 コース間標高値の点検は、準則第４編第６章第６節第５５１条に基づき実施するものとする。 

 
 

（再点検） 

第１６８条 再点検は、準則第４編第６章第６節第５５２条に基づき実施するものとする。 

 
 

（航空レーザ用写真地図データの作成） 

第１６９条 航空レーザ用写真地図データの作成は、準則第４編第６章第６節第５５３条に基づき実施するものと

する。 

 
 

（水部ポリゴンデータの作成） 

第１７０条 水部ポリゴンデータの作成は、準則第４編第６章第６節第５５４条に基づき実施するものとする。 

 
 

（欠測率の計算） 

第１７１条 欠測率の計算は、準則第４編第６章第６節第５５５条に基づき実施するものとする。 

 
 

（データの点検） 

第１７２条 データの点検は、準則第４編第６章第６節第５５６条に基づき実施するものとする。 

 
 

第７節 オリジナルデータの作成 

（オリジナルデータの作成） 

第１７３条 オリジナルデータの作成は、準則第４編第６章第７節に基づき実施するものとする。 

 
 

第８節 グラウンドデータの作成 

（グラウンドデータの作成） 

第１７４条 オリジナルデータの作成は、準則第４編第６章第８節に基づき実施するものとする。 

 
 

第９節 グリッドデータの作成 

（グリッドデータの作成） 

第１７５条 オリジナルデータの作成は、準則第４編第６章第９節に基づき実施するものとする。 
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第１０節 品質評価 

（品質評価） 

第１７６条 品質評価は、第３編第1章第１７節の規定を準用する。 

 
 

第１１節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第１７７条 メタデータの作成は、準則第2編第2章第8節第45条の規定を準用する。 

 
 

（成果等） 

第１７８条 成果等は、次の各号のとおりとする。 

一 三次元点群データファイル 

二 精度管理表 

三 品質管理表 

四 メタデータ 

五 地形モデルデータ 

六 その他の資料 
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第２章 空中写真を用いた数値地形モデル作成及び地形モデル作成 

第１節 要旨 

（要旨） 

第１７９条 本編は空中写真を用いて地形の起伏を表現した数値地形モデルデータ及び3D都市モデルの地形モ

デルを作成する測量作業の方法等を定める。 

２ 「数値地形モデルの作成」とは、ブレークライン法等により標高を取得し、数値地形モデル（グリッドデータ又

はTIN）を作成する作業をいう。 

 
 

（地図情報レベルと数値地形モデルのグリッド間隔） 

第１８０条 数値地形モデルのグリッド間隔は、地上での格子間隔で表現するものとする。 

２ 地図情報レベルと格子間隔の関係は、準則第３編第7章第１節第311条第２項に準じ次表を標準とする。 

地図情報レベル 地上画素寸法 
数値地形モデル 

グリッド間隔 標高点（標準偏差） 

500 0.1m 以内 5m 以内 0.5m 以内 

  

 
 

（地形モデルの地図情報レベルと格子間隔） 

第１８１条 地形モデルのLOD詳細度と格子間隔の関係は次表を標準とする 

LOD詳細度 点密度 格子間隔 

LOD1 0.04点/㎡ 5ｍ 

LOD2 0.25点/㎡ 2ｍ 

  

 
 

（工程別作業区分及び順序） 

第１８２条 工程別作業区分及び順序は、次を標準とする。 

一 作業計画 

二 標定点の設置 

三 対空標識の設置 

四 撮影 

五 同時調整 

六 数値地形モデルの作成 

七 品質評価 

八 成果等の整理 
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第２節 作業計画 

（要旨） 

第１８３条 作業計画は、準則第3編第4章第2節の規定を準用する。 

 
 

第３節 標定点の設置 

（標定点の設置） 

第１８４条 標定点の設置は、準則第３編第４章第３節の規定を準用する。 

 
 

第４節 対空標識の設置 

（対空標識の設置） 

第１８５条 対空標識の設置は、準則第３編第４章第4節の規定を準用する。 

 
 

第５節 撮影 

（撮影） 

第１８６条 撮影は、準則第３編第４章第5節の規定を準用する。 

 
 

第６節 同時調整 

（同時調整） 

第１８７条 同時調整は、準則第３編４章第６節の規定を準用する。 

 
 

第７節 数値地形モデルの作成 

（数値地形モデルの作成） 

第１８８条 数値地形モデルの作成は、準則第３編第７章第３節に基づき実施するものとする。 

 
 

第８節 品質評価 

（品質評価） 

第１８９条 品質評価は、次の各号の通り確認する。 

一 数値地形図データファイルの品質評価は、準則第２編２章第７節第４４条の規定を準用する 

二 品質評価は、「標準仕様書」の品質評価手順に基づき品質評価を実施するものとする。 

２ 評価の結果、品質要求を満足していない項目が発見された場合は、必要な調整を行うものとする。 

 

第９節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第１９０条 メタデータ作成は、準則第2編第2章第8節第45条の規定を準用する。 
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（成果等） 

第１９１条 成果等は、次の各号のとおりとする。 

一 三次元点群データファイル 

二 精度管理表 

三 品質管理表 

四 メタデータ 

五 地形モデルデータ 

六 その他の資料 
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